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１ はじめに 
 

 本方針は、加美町行財政改革取組方針に基づき、重点的取組事項「補助金の見直し」に

取り組み、補助金の適正化を図るために策定するものです。 

本方針の策定にあたっては、加美町補助金交付審査会から提出のありました「加美町の

補助金のあり方に関する提言書」に基づき、今後の厳しい財政状況を踏まえ、限られた財

源の「選択と集中」を図るなかで、補助金の公益性、行政負担のあり方、事業の効果検証

など、補助金の適正化を進めるための統一的な基準を明確にし、全町的なガイドラインと

して補助金制度の見直しを行うものです。 

 

 

２ 現状と課題 
 

補助金は、様々な分野における行政目的を効果的に実現する有効な手段として、本町の

まちづくりに一定の成果を上げてきました。 

 しかし一方では、補助対象経費や交付額の算定根拠が不明確なもの、長年の継続した交

付による長期化・固定化しているものなどが見受けられます。 

 今後の厳しい財政状況のなかで、補助金の交付に当たっては、「なぜ必要なのか」「ど

のような効果をあげているのか」等に着目し、統一的な基準をもって効果検証を行い、有

効に活用していく必要があります。特に、その財源の多くは町民の貴重な税金であること

を改めて認識し、町民の理解を得られるものとしなければなりません。 

 

 ⑴ 補助対象経費や交付額の算定根拠が不明確 

   多くの補助金に要綱等が整備されておらず、具体的な交付目的や交付額の算定根

拠、補助対象経費が不明確であり、公平性や透明性等に欠けることにつながっていま

す。 

⑵ 補助の長期化・固定化 

一度予算化されると、当初の目的が達成されたと判断できる場合や、社会情勢の変

化により町民のニーズが低いと判断できる場合でも見直されることなく、一定額の補

助が長期化・固定化している傾向にあります。 

⑶ 交付団体の自立の阻害 

補助金の交付先団体では、自主財源を確保し運営する姿勢が希薄になっていたり、

町が会計等の事務局機能を担っていることで、団体の自主性・自立性の阻害につなが

っている状況にあります。 

⑷ 補助金交付の効果検証 

多くの補助金に終期や具体的な目標値が設定されておらず、町側においても交付す

ること自体が目的化している現状が見られ、事業効果の評価・検証が不十分であると

いえます。 
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３ 適用対象となる補助金 
 

本方針を適用する範囲については、政策的補助金（個人補助及び団体補助）とし、国・

県の制度に基づく制度的補助金は除くものとします。 

ただし、補助金交付要綱の整備については、全ての補助金に適用するものとします。 

 

 

４ 補助金の基本的な考え方 
 

 今後も補助金が、本町のまちづくりに有効かつ重要な機能を果たしていくためには、

「公益性の確保」は勿論のこと、補助金が果たす役割や効果を、町と補助を受ける団体等

の双方が共通認識のもと、適切に事業が遂行されていく必要があります。 

 

⑴ 補助金とは 

 補助金とは、特定の事業や活動の奨励や促進を図るために、町が公益上の必要があると

認めた場合に、町が行う金銭的支援をいいます。 

 補助金の支出根拠は、地方自治法に定められており、その支出は公益上必要がある場合

に限られます。 

補助金とは 

▶ 地方自治法 

（寄附又は補助） 

第２３２条の２ 

   普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助を

することができる。 

 

⑵ 補助金交付における公益性の定義 

 補助金の交付においては、客観的にみて「公益性」があることが必要不可欠であり、本

町として公益性の定義を明確にしておく必要があります。 

 補助金は、町の様々な行政分野における行政目的を効果的に実現するための有効な手段

であることから、町民のニーズ等に貢献しているだけでなく、第二次加美町総合計画（加

美町笑顔幸福プラン）に掲げる将来像「善意と資源とお金が循環する、人と自然に優しい

まち」の実現に貢献するものでなくてはなりません。 

 このことから、本町の補助金等の交付における公益性の定義を以下のとおりとします。 

公益性の定義 

 ▶ 広く町民のニーズ・利益に貢献している事業や活動であること 

 ▶ 総合計画に掲げられた目指す姿（将来像）に貢献しているものであること 
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⑶ 補助金の性質別分類 

各補助金については、それぞれの支出の目的や性質が異なっていることから、交付の内

容ごとに性質別に分類することで、性質別の交付基準の設定や効果検証が可能となること

から、以下のとおり性質別に分類設定を行います。 

 

■ 補助金の性質別分類表 

分類１ 分類２ 内容 

制度的 

補助金 
制度的 国・県等の制度に基づく補助金等 

政策的 

補助金 

個人補助 

町の施策を推進するため実施する事業とし

て、支援・奨励するために個人に対して交付

する補助金等 

団体補助 

団体運営費的 
公益性のある団体等の運営のために、必要

な経費に対して交付する補助金等 

事業費的 

団体等が実施する公益性のある事業を支

援・奨励するために、必要な経費に対して交

付する補助金等 

その他 上記のいずれにもあてはまらない補助金等 
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制度的補助金 政策的補助金 

団体補助 

その他 団体運営費的 事業費的 

18節 負担金補助及び交付金のうち補助金等 

『 補助金の適正化 』＝“ より効果を発揮できる補助金制度へ ” 

制度的 個人補助 

国・県等の制度に 
基づく補助金等 

政策的に個人に 
給付する補助金 

《 町の補助金交付における課題 》 

・補助対象経費や交付額の算定根拠が不明確 

・補助の長期化、固定化 

・交付団体の自立の阻害 

・補助金交付効果の検証 など 

《課題解決のための取組１》 

統一的な基準となる指針「加美町の補助金見直し方針」の策定 

・補助金が果たす役割やその効果を再確認 

・見直し事項等の検証内容を明文化 

《課題解決のための取組３》 

全ての補助金を対象に、補助金交付要綱の整備（既存要綱の見直しを含む） 

《課題解決のための取組２》 

補助金に終期を設定し、適切に効果検証を実施 

・終期を設定し、適切な進行管理を実施 

・補助金交付審査会による外部評価の視点から、効果検証を実施 

【 課題解決 】 

見直しによる補助金適正化のイメージ 
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５ 補助金の見直し事項 

 
⑴ 事業費補助の原則 

 補助金は、公益上必要があると認めた事業の事業費に対し交付されるものであることか

ら、団体等の運営全般を支援する団体運営費補助は、団体等の自主性・自立性の阻害につ

ながる懸念があり、目的達成の効果等の成果検証が困難となる場合があります。 

 このことから、原則、団体運営補助の創設は行わないこととし、既存の団体運営費補助

についても、補助目的等を明確にし、極めて公益性・公共性が高く町の主要な施策を行う

ために、全町的な組織や活動を要する団体等を除き、事業費補助への切り替えを進めま

す。 

 

⑵ 補助対象経費の範囲 

団体補助については、補助対象経費と補助対象外経費の範囲を明確に区分し、交付先の

団体等が、経費区分に応じ適切に会計管理を行えるよう、補助対象経費分類表に基づき適

切に運用することとします。 

 

見直し内容 ② 

 

⑴ 経費区分を団体運営費補助金、事業費補助金の区分に応じて設定 

 ⑵ 経費区分をより具体化し、食糧費、旅費等の取扱いを厳格化 

《 補助対象と認められない主な経費 》 

  ① 食糧費 

   ・お祭り、イベント等をはじめ、補助交付先の構成員に対する「食糧費」は認め

られない。 

   ・会議等のお茶代や研修講師の食事代以外の「食糧費」については、その必要性

を十分に検討し、社会通念上妥当であると判断される場合のみ対象とする。 

 

② 旅費 

   ・慰安・親睦を目的とする旅行に係る旅費は認めらない。 

・旅行目的が研修又は視察（宿泊含む）等であっても、補助目的の達成及び効果

と照らし合わせ、その必要性があると判断される場合のみ対象とする。 

 

 

見直し内容 ① 

⑴ 団体運営補助を原則廃止し、全ての補助金を事業費補助へ切り替える。 

⑵ 団体運営費補助を必要とする団体については、自主財源の確保を前提とし、真に必

要な経費を算出し、適正な補助額となるよう努めること。 
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⑶ 各団体の会計科目での整理ではなく、以下の補助対象経費分類表に当てはめ、補

助対象経費を確実に整理 

《 見直し後のイメージ 》 

団体の会計科目「研修費」で計上されることで、対象経費の内訳が見えない部分が

あったが、経費区分が具体化されることで、適切に対象経費を把握することが可能 

 

現行 
対象 

経費 
 見直し後 

対象 

経費 
経費内容 

研修費 100,000 ○  報償費 20,000 ○ 研修会の講師謝礼 

    飲食費 80,000 × 会員の食事代 
 

 

■ 補助対象経費分類表 

経費 
団体運営費 

補助金 

事業費 

補助金 
備考 

人件費 △ △  

使用料・賃借料 ○ △  

光熱水費・燃料費 ○ △  

印刷費 ○ △  

消耗品費・材料費 ○ △  

広告料 △ △  

交際費 × ×  

慶弔費 × ×  

食糧費 × × 

▶ 会議等のお茶代、研修講師の

食事代の場合は、対象とする。 

▶ 昼食代や飲酒を伴う食事代な

ど、自己負担を伴う場合であっ

ても対象外とする。 

賄材料費 △ △  

原材料費 △ ○  

報償費 △ ○  

旅費 △ △ 

▶ 慰労的な視察研修は対象外と

する。宿泊を伴う研修について

も、その必要性があると判断さ

れる場合のみ対象とする。 
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保険掛金 ○ ○  

負担金及び助成金 

（関係団体迂回助成） 
△ ×  

積立金 △ × 
▶ 活動目的に沿った使途予定範

囲に限り対象とする。 

出資金 × ×  

貸付金 × ×  

租税公課 △ △ ▶ 町税分は対象外とする。 

事務用備品等購入費 △ △ 

▶ 団体運営費補助金の場合にあ

っては、団体の運営及び活動目

的に沿った使途範囲に限り対象

とする。 

上記以外の備品、財産取

得費 
× △  

備品、施設等修繕補修費 △ △ 

団体運営費補助金の場合にあっ

ては、団体の運営及び活動目的

に沿った使途範囲に限り対象と

する。 

寄附金 × ×  

上記以外の経費 △ △  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 補助率等の設定  

補助率等の設定については、補助を受ける交付団体等と町との役割分担や負担割合、事

業の成果や進捗状況、補助を受ける団体等の財政状況等を勘案するなかで、適切かつ妥当

な補助率又は補助額（上限額）を設定します。 

（表中の印について） 

 ○ 対象とできるもの 

 △ 事業内容によって対象とできるもの 

 × 原則として対象とできないもの 

 注）補助対象とする経費（○印・△印）であっても、次に係るものについては除外

することとします。 

   ・政治的活動に係る経費 

   ・宗教的活動に係る経費 

   ・争議的行為に係る経費 

   ・公序良俗に反する活動に係る経費 

   ・その他社会通念上、公金で賄うことがふさわしくない経費 
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補助率は、団体等の実施する事業（活動）を支援するという観点からも、国の地方向け

補助金の状況等を鑑み、原則として事業費の２分の１以内とし、補助の適正化を進めま

す。 

 

見直しの視点 ③ 

事業費の補助率を設定 

 ① 事業費の１/２以内の補助を原則 

事業費 

自主財源１/２ 補助金１/２ 

 

  ② 上記①の補助率を超える場合の設定条件 

   公益性の必要性が客観的に認められ、かつ会費等の自助努力をもってして

も、なお不足する場合とし、その妥当性を明確にすること 

 

 

 

事業費 

自主財源 補助金１/２以上 
 

 

 

⑷ 繰越金と補助金額の整理 

補助交付額を超える繰越金が発生している場合など、多額の繰越金を生じている場合は

は、補助の必要性及び金額の妥当性を検証した上で、補助金の「廃止」又は「減額」を検

討する。 

 

見直し内容 ④ 

前年度決算における繰越金と当年度交付額が①又は②に該当する場合、以下のと

おり見直し等を行う。 

  ① 繰越金が補助金を超える場合 

    ➔ 翌年度以降の交付を見送り（廃止又は大幅な減額の検討） 

  ② 繰越金が補助金の１/２以上である期間が２年以上続いた場合 

    ➔ 翌年度以降の交付額の減額 

 

➔ 該当する団体ごとに、過去の交付実績を踏まえた上で、事業の規模や

その妥当性等を総合的に判断し、補助率又は補助額（上限額）を決定 
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⑸ 終期の設定（サンセット方式） 

多くの補助金が終期設定されておらず、補助金の長期化や固定化につながっています。 

事業の実施により想定していた効果や、補助金額に見合った効果が得られたかを客観的

に評価し見直すため、終期を設定します。 

また、単年度の評価に加えて、事業の設定期間内の成果検証を行い、事業そのものの継

続や廃止等の判断が適切に行えるよう、新たな仕組みを構築します。 

見直し内容 ⑤ 

全ての補助金に終期を設定 

 ① 原則「３年以内」の終期を設定 

   ➔ 終期を迎えた補助金については、改めて事業効果や必要性の観点から見直しを 

   行い、継続や廃止等の判断を行う。 

 ② 終期設定期間内の総合評価制度の整備 

   ➔ 終期設定期間内の効果を総合的に判断するための評価基準を設け、継続又は 

   廃止等の判断を行えるようにする。 

    
自立 継続 

１年目 ２年目 ３年目 
 

 
廃止 統合 

    

 

 
 

 

 

⑹ 補助金交付要綱等の整備 

多くの補助金に要綱等が整備されていないことから、社会情勢の変化等に応じた、十分

な効果検証がなされていないおそれがあります。 

 補助金は、行政目的を効果的に実現するための有効な手段として交付されるものである

ことから、以下の見直しの視点を踏まえ、すべての補助金等について交付要綱等を整備し

ます。 

見直し内容 ⑥ 

⑴ 全ての補助金に交付要綱を整備 

交付要綱整備済みの補助金についても、本見直し方針に基づき交付要綱を見直し 

 ⑵ 加美町補助金交付事務取扱要綱等の見直し 

    ➔ 補助交付申請及び実績報告における「補助効果」をより具体的に示し、確実な

成果検証につなげられるよう、「事業の恩恵を受ける対象者」や「数値目標」

を設定するものとします。 

見直し 見直し 

３年間の 

成果検証 
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⑺ 団体等の事務局の取扱い  

町が団体等の運営全般を支援することは、団体等の自主性・自立性の阻害につながり、

依存体質になりやすい環境をつくりだしている側面があります。 

団体運営費補助と同様に、組織力や運営基盤が脆弱な初期段階における支援措置に限る

ものとし、一定期間を経て、団体側へ事務局機能を移行します。 

 現在、町が会計等の事務局機能を担っている場合は、速やかに団体側と協議を行い、団

体側への事務局移行を進めます。 

 

見直し内容 ⑦ 

団体への事務局機能の移行 

 ➔ 町が会計等の事務局機能を担っている場合、公金管理の観点からも、交付先の団

体へ事務局機能を移行する。 

   移行後は、町は指導的役割を担いながら、支援体制を充実させる。 

 

⑻ 少額補助金（１０万円以下）の見直し 

少額補助は、事業に対する補助金の効果が見えにくいものや、補助金がなくても自主的

な運営が可能と判断できるケースが見られることから、以下の見直し内容を踏まえ、補助

を原則廃止し、自主運営への切り替えを進めます。 

ただし、全町域で組織する行政区単位の団体への補助など、補助の必要性・有効性など

から効果の高い少額補助金も存在するため、個々に補助交付の可否を判断することとしま

す。 

 

見直し内容 ⑧ 

１０万円以下の少額補助については、原則廃止 

  ➔ 事業実施にあたっては、自主財源での運営を前提 

 

⑼ 事業費に占める補助金割合１０％未満の補助金の見直し 

事業費に占める補助金割合が１０％未満の場合、事業費の大半を自主財源等で賄ってい

ることになり、事業内容の見直し等により自主財源での事業実施が可能と考えられます。 

 このことから、補助金割合が１０％未満の場合は、原則廃止とします。 

 

見直し内容 ⑨ 

事業費に占める補助金割合１０％未満の補助金は、原則廃止 

  ➔ 事業実施にあたっては、自主財源での運営を前提 
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⑽ 事業費の全額を補助金で賄われている場合の見直し 

補助金は、町の施策に合致する団体が実施する事業に対し交付されるものであるが、事

業費が全額補助で賄われているものについては、支出科目を含めた事業執行のあり方を見

直すことが必要となります。 

 このことから、事業の費用対効果や継続性を含め、事業実施の手法について再検討を行

います。 

 

見直し内容 ⑩ 

町の直接執行や委託などの方法への転換を検討 

  ➔ 事業実施主体と予算科目の整合性について整理すること 

 

 

６ 補助金適正化の視点 

 
 「５ 補助金の見直し事項」を踏まえ補助金の適正化を進めるなかで、「団体運営費補

助金」、「イベント事業補助金」、「行政区を単位とする補助金」の３つの補助分類に該

当する補助金については、現状の交付状況などから見える課題等から、各適正化の視点に

基づく見直しを進めます。 

 

補助金適正化の視点 

⑴ 団体運営費補助金の適正化 

⑵ イベント事業補助金の適正化 

⑶ 行政区を単位とする補助金の適正化 

 

 

⑴ 団体運営費補助金の適正化 

 団体運営費補助は、組織力や運営基盤が脆弱な初期段階の支援措置として、自立できる

までの一定期間について補助すべきものであるが、公益上の必要性を認め、一度補助金を

交付してしまうと補助金の長期化や補助金に依存した体質になりやすい側面があります。 

既存の団体運営費補助については、町との役割分担や負担割合などを踏まえ、補助目的

に基づく成果や補助金の積算根拠等を明確にする必要があります。 
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団体運営費補助金_適正化の視点 

⑴ 補助対象経費、算定根拠等の明確化 

補助金の公平性や透明性を確保するため、補助要綱等を整備し、補助目的・補助対象

経費・補助金の算定根拠等を明確にすること 

 

⑵ 終期の設定（サンセット方式） 

 団体運営費補助金においては、一度予算化されると、当初の目的が相対的に低下した

場合であっても、廃止等の抜本的な見直しが出来ずに、長期にわたり継続して交付する

傾向があることから、終期設定を行いゼロベースでの見直しを行うこと 

 

⑶ 事業費補助への転換 

 各種団体の運営費については、本来、会費などの自主財源で賄うべきものであること

から、交付団体の設立時には自立を促すための支援は必要となるが、団体の運営が軌道

に乗った段階において、当該団体が実施する公益上必要とされる事業に対する補助に切

り替えること 

 

２ イベント事業補助金の適正化 

 イベント事業は、観光振興やスポーツ振興など地域の活性化を図るうえで欠かせないも

のであるが、社会情勢の変化や補助の長期化により事業目的に対して役割が一致していな

いもの、町の補助金に依存したイベント運営など、適切に事業効果を検証することが必要

となります。 

 

イベント事業補助金_適正化の視点 

⑴ 事業目的、事業対象者の見直し 

  長く継続しているイベント事業については、初期の目的が既に達成されている場合

や対象者が限定されている場合など、事業そのものの事業効果を検証しながら適宜見

直しを実施すること 

 

⑵ 財政的に自立した運営への見直し 

  参加料の見直しや協賛金を募るなど自主財源の確保に努め、町補助金の負担割合の

軽減を図り、補助金に頼らない運営への改善に努めること 

 

⑶ 実施体制の見直し 

  実施主体が実行委員会形式で、事務局機能を町が担っている場合は、運営組織の自

主性を促すうえでも、町の関与を必要最小限とすること 
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３ 行政区を単位とする補助金の適正化 

 行政区を単位とする各分野の補助金が各課にまたがっている状況から、行政区に交付す

る補助金を整理・統合し、協働の視点にたち各行政区の活動実態に応じた効果的・効率的

な補助金制度への見直しが必要となります。 

 

行政区を単位とする補助金_適正化の視点 

⑴ 新しい補助金制度の創設 

  地域振興費補助金の見直しが検討されているところであるが、補助金を整理・統合

するだけでなく、高齢化や人口減少により各行政区の人口に大きな差が生じている点

などを踏まえ、行政区の活動を総合的に支援できる新しい補助金制度を創設すること 

 

⑵ 交付事務の煩雑化の解消 

  現状は少額の一律交付など、行政区と町の双方にとって補助金申請及び交付事務手

続きが煩雑化している状況にあるが、新しい補助金制度が創設されることで事務の簡

素化が図られることから、町は指導的役割を担いながら、各種育成などの支援体制の

充実に移行すること 

 

 

７ 検証制度の確立 

 
 本方針の策定後、すべての補助金について方針に基づいた見直しを行い、企画財政課に

おいて取組状況の検証を行います。 

⑴ 行政評価制度等による評価の実施 

 行政評価や予算査定など既存の経営手法の効果的な活用を図りながら、定期的な検証を

実施します。 

 

⑵ 外部評価の導入 

事業の透明性を確保し、町民への説明責任を果たしていく観点から、内部評価に加え

て、必要に応じ外部の視点による評価や意見をいただく「加美町補助金交付審査会」を設

置し、不断の見直しを進めていきます。 

 

 

８ 透明性の確保 

 
 補助金の適正化を進めるにあたっては、費用対効果が低くなったものや役割が薄れたも

のを適宜見直す一方で、新たに必要性が生じたものは柔軟に取り入れるなど、町民の福祉

の向上を図るための補助金制度として、その役割を明確にしておかなければなりません。 
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 そのために、どのような補助金があり、どのような団体に交付され、どのような効果が

あったのか等について、町民にとってわかりやすい開かれた補助金制度とする必要があり

ます。 

このことから、町は見直し状況等について、適宜公表するなど町民への情報公開に努め

ます。 

 

 

９ その他 

 
 本見直し方針は、策定時における補助金の現状、財政状況、加美町行財政改革取組方

針、その他社会情勢等に沿って補助金の在り方を定めたものであり、今後の状況・社会情

勢の変化に応じ、本見直し方針も随時検証されるべきであり、必要に応じて修正を行って

いくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金の見直しフロー図 

 

検
証
項
目 

＋ 

適
正
化
の
視
点 

⑴ 事業費補助の原則 

⑵ 補助対象経費の範囲 

⑶ 補助率等の設定 

⑷ 繰越金と補助金額の整理 

⑸ 終期の設定（サンセット方式） 

⑹ 補助金交付要綱等の整備 

⑺ 団体等の事務局の取扱い 

⑻ 少額補助金（１０万円以下）の見直し 

⑼ 事業費に占める補助金割合１０％未満の補助金の見直し 

⑽ 事業費の全額を補助金で賄われている場合の見直し 等 

不適合な

検証項目

がある 

【外部評価】 

加美町補助金 

交付審査会 

全て適合している 

合理的な理由 

あり 

【これまでの実績】＋【補助の効果】に基づき、今後の方向性を整理 

 
継続 改善して継続 自立 廃止 統合 

改善予定 

方向性の

評価内容

を検証 

基
本
的
な
視
点
（
事
業
可
否
の
判
定
） 

廃
止
・
休
止 

【公益性】 
 広く町民のニーズ・利益に貢献している事業や活動で

あり、特定のものの利益に供するものではないと客観的

に認められるか。 

認められる 

認められない 
１ 

【必要性】 
 現在の社会情勢、経済情勢に照らし合わせ、町民のニ

ーズが高い事業であり、官民の役割分担の観点から、町

が補助する必要のある事業と言えますか。 

２ 

高い事業である 

当初の目的を果たし役割

を終えた補助金や、ニー

ズが低い補助金 

期待する効果をあげてい

ない又はより効果的な手

法がある 

効果をあげている 

３ 

補助すべき事業である 
 

【有効性】 
 事業の実施により、本来の目的に合致した成果をあ

げ、補助金に見合う費用対効果が認められる。 

⑴ 団体運営費補助金の適正化 

⑵ イベント事業補助金の適正化 

⑶ 行政区を単位とする補助金の適正化 

＋ 

《 見直し等の今後の方向性を適切に予算に反映 》 

なし 
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［別添資料］ 

■ 資料１ 補助金交付要綱（例） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例１ 事業費補助金の場合】 

 

加美町後継者交流事業補助金交付要綱（案） 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、町内後継者等の結婚を推進するため、結婚活動支援事業を行う

団体等（以下「団体等」という。）に対し、予算の範囲内において補助金を交付す

ることについて、加美町補助金交付事務取扱要領（平成15年加美町告示第５号）に

定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助の交付対象） 

第２条 町は、次条に掲げる事業を行う団体等に対し補助金を交付する。 

（補助の対象事業） 

第３条 補助の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次に掲げ

る事業とする。 

(1) 結婚活動支援事業 

（補助の対象経費） 

第４条 補助の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象

事業に要する経費で、別表に定めるものとする。 

（補助金の額） 
第５条 補助金の額は、補助対象経費の額の２分の１以内の額とする。 

 

 

 

 

 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

 （失効） 

２ この告示は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

別表（第４条関係） 

補助対象経費 

報償費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、使用料、原材料費、保険掛金 

 

 

 

 

 

【例１】１件当たり補助単価設定の場合 

補助金の額は、１件（回、事業、名 等）当たり●●●●円とする。 

【例２】補助率及び上限額設定の場合 

補助金の額は、補助対象経費の額の●分の●以内の額とし、●●万円を上限とする。 

 

補助対象経費については、上記第４条別表に掲げるもののほか、事業実施にあたり必

要な経費があれば、補助対象経費分類表を参照いただき、適宜追加、削除を行ってくだ

さい。 
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【例２ 団体運営経費の一部を含む事業費補助金の場合】 
➔ 団体運営経費の補助は、会費等の自助努力をもってしても、なお不足する場合に限る。 

 

加美町統計事業補助金交付要綱（案） 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、統計思想の普及を図るため、啓発事業を行う団体等（以下「団

体等」という。）に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、

加美町補助金交付事務取扱要領（平成15年加美町告示第５号）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

（補助の交付対象） 

第２条 町は、次条に掲げる事業を行う団体等に対し補助金を交付する。 

（補助の対象事業） 

第３条 補助の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次に掲げ

る事業とする。 

(1) 統計普及啓発事業 

(2) 団体運営事業 

（補助の対象経費） 

第４条 補助の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象

事業に要する経費で、別表に定めるものとする。 

（補助金の額） 
第５条 補助金の額は、補助対象経費の額の２分の１以内の額とする。ただし、第３条第

２号に規定する事業に対する補助金の額は、町長が必要と認めた額とする。 

 

 

 

 

 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

 （失効） 

２ この告示は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

別表（第４条関係） 

補助対象事業 補助対象経費 

統計普及啓発事業 
報償費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、使用料、原材

料費、保険掛金 

団体運営事業 負担金 

 

 

 

 

 

【例１】１件当たり補助単価設定の場合 

補助金の額は、１件（回、事業、名 等）当たり●●●●円とする。 

【例２】補助率及び上限額設定の場合 

補助金の額は、補助対象経費の額の●分の●以内の額とし、●●万円を上限とする。 

 

補助対象経費については、上記第４条別表に掲げるもののほか、事業実施にあたり必

要な経費があれば、補助対象経費分類表を参照いただき、適宜追加、削除を行ってくだ

さい。 
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■ 資料２ 補助金評価点検シート 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 年度

１　補助金（事務事業）の基本情報

有 無

円

２　決算状況（補助対象団体等の決算内容） ➔ 団体補助に該当する場合のみ記入

３　直近の評価結果及び見直し状況

評価実施年度
 補助金点検評価シート

№

補助金名

総合計画

での

位置づけ

担 当 課

補助の目的

交

付

先

（
団

体

等

の

概

要

）

区　 分
団体 個人

事業の対象者

（恩恵を受ける者）

※ 「個人」に該当する場合は、下記の入力不要

団体名称

事業期間 開始年度 終了年度
代　 表

会員数

設置（活動）

目的

有 無 所在地

補助金額
円

定額補助の場合の１件あたり単価
事務局

補 助 率 補助上限額 円
設置根拠

上記法令による義務付け

根拠規定等

（令和　　年度） ※町が事務局を担っている場合

積算根拠

有 無
会費の徴収

有 無

財　源 （ ％ ）

町 国 県

補助金の分類

制度的

補助金

政策的補助金（団体補助）

１人あたり 円/年

団体運営費的 事業費的 その他

【確認事項】 収入支出状況は、加美町補助金交付事務取扱要領に基づく補助申請書、実績報告書に記載の費目区分で整理すること。

（単位：円）

年度 令和　　年度 令和　　年度 令和　　年度

補助対象

事業費

補助金

充当額

補助対象

事業費

補助金

充当額

補助対象

事業費

補助金

充当額

決算額 予算額

人件費

費目 決算額

事業費

事務費

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0

収

入

費目 決算額 決算額 予算額

支

出

補助対象

事業費

補助対象事業費

に占める割合

補助対象

事業費

補助対象事業費

に占める割合

補助対象

事業費

補助対象事業費

に占める割合

町補助金

会費

繰越金

その他収入

計 0 0 0 0 0 0

再掲
費目 決算額 決算額 予算額補助対象

事業費

補助対象事業費

に占める割合

補助対象

事業費

補助対象事業費

に占める割合

補助対象

事業費

補助対象事業費

に占める割合

直近２年間の評価結果
直近の見直し状況

評価対象年度 　令和　　年度 令和　　年度

繰越金

補助の効果

達成状況
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４　補助金等のチェック

「公益性」「必要性」「有効性」の３つの項目から補助の適格性を判断し、「低い」または「やや低い」と評価した場合は原則廃止

はい ➝ 高い ➝

いいえ ➝ やや高い ➝ 継続または見直し

－ ➝ やや低い ➝ 廃止または見直し

低い ➝ 廃止

成果指標（目標値）に対する達成状況等を踏まえ、補助の効果を測定。

５　今後の方向性

上記①～③の評価内容等から、今後の方向性を整理。「改善して継続」の場合は、改善内容と実施時期を記入のこと。

６　加美町補助金交付審査会の検証結果

見直し等の方向性 見直し等の内容

検証結果

（外部評価）

理　由
改善等の

実施時期

廃止 統合事業継続 改善して継続 自立

【確認事項】

今後の方向性

成果指標
（目標値）

達成状況
（実績値）

効果が上がって

いない
③補助の効果

十分効果を

上げている

一定の効果を

上げている

あまり効果が

上がっていない

【確認事項】

14
○国・県補助を伴う事業については、上乗せ補助を行っ

ていない。

13 ○事業費の全額が補助金で賄われてはいない。

12 ○事業費に占める補助金割合が１０％未満ではない。

○１０万円以下の少額補助ではない。（定額補助を除

く。）

○交付された補助金を別の団体に再交付していない。

11

10

9 ○会計等の事務局機能を町が担っていない。

8
○前年度及び前々年度繰越金が補助金の１/２以上であ
る期間が２年以上続いていない。

7 ○前年度決算における繰越金が補助金を超えていない。

○補助対象経費の取扱いを含め、補助金としての支出
が適正である。

6

5
○事業の恩恵を受ける対象者が明確であり、適切な目標

（可能な限り数値的な目標）が設定されている。

4
○事業費の１/２以内の補助率または補助額が設定され

ている。

3 ○３年以内の終期が設定されている。

2 ○交付要綱等が整備されている。

状況 理由と今後の対応 （ 「いいえ」の場合のみ記入 ）

1
○団体運営補助ではなく、補助目的に基づく事業費補助
である。（団体の管理経費補助を行っていない。）

【確認事項】 補助を実施する上で留意すべき１４のチェックポイントより

適合状況を判定。「いいえ」の場合は、理由等を記入のこと。

評

価
区
分

継続

不適合であるが、合理的な理由や改善予定がある

対象外

検

証

区

分

適合している

②
検
証

項
目

（
見
直

し
等

の
チ

ェ
ッ
ク

ポ
イ
ン

ト

）

交付基準

有効性

○事業の実施により、本来の目的に合致した成果をあげ、期待された効果が発揮されている。又は、期待さ

れた効果をあげる見込みがある。
○補助金額に見合う費用対効果が認められる。

評価

公益性
○広く町民のニーズ・利益に貢献している事業や活動であり、特定のものの利益に供するものではない。
○総合計画に掲げられた目指す姿（将来像）に貢献している。

必要性

【確認事項】

①
基

本
的

な
視
点

検証基準

○現在の社会情勢、経済情勢に照らし合わせ、町民のニーズが高い事業である。

○公共性や適切な官民の役割分担の観点から、町が補助する必要のある事業である。


